
お
知
ら
せ

募
集
し
ま
す

催
し
物

教
室
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ

お
知
ら
せ

募
集
し
ま
す

催
し
物

教
室
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ
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多
重
債
務
者
各
種
相
談
会

市
役
所
商
工
観
光
課

☎

０
５
８
７(

32)

１
３
３
２

●
弁
護
士
無
料
相
談
会

▼
と
き　

11
月
22
日
(金)
、
午
後
１

時
〜
３
時　

※
相
談
は
１
人
30
分

以
内
▼
と
こ
ろ　

市
役
所
相
談
室

▼
定
員　

４
人
（
先
着
順
）
▼
持

ち
物　

契
約
書
・
利
用
明
細
な
ど

借
り
入
れ
内
容
が
分
か
る
書
類
▼

申
し
込
み　

11
月
１
日
(金)
午
前
９

時
か
ら
、
電
話
で
市
役
所
商
工
観

光
課
へ

●
県
多
重
債
務
相
談
窓
口

▼
と
き　

①
相
談
員
に
よ
る
相
談

…
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
30
分

（
土
・
日
曜
日
は
午
後
４
時
ま
で
）

②
弁
護
士
・
司
法
書
士
に
よ
る
相

談
…
火
・
木
曜
日
、
午
後
１
時
〜

４
時
▼
と
こ
ろ　

県
消
費
生
活
総

社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る

無
料
相
談
会

市
役
所
商
工
観
光
課

☎

０
５
８
７(

32)

１
３
３
２

▼
と
き　

12
月
１
日
(日)
、
午
前

10
時
〜
午
後
３
時
▼
と
こ
ろ　

ア

ピ
タ
タ
ウ
ン
稲
沢
（
天
池
五
反
田

町
）、
名
鉄
百
貨
店
一
宮
店
（
一

宮
市
新
生
一
丁
目
）、
テ
ラ
ス

ウ
ォ
ー
ク
一
宮
（
一
宮
市
両
郷
町

一
丁
目
）
ほ
か
▼
内
容　

年
金
・

定
年
後
の
再
就
職
・
会
社
で
の
ト

ラ
ブ
ル
・
育
児
休
業
な
ど
身
近
な

問
題
の
相
談
▼
問
合
先　

愛
知
県

国
の
教
育
ロ
ー
ン

市
役
所
商
工
観
光
課

☎

０
５
８
７(

32)

１
３
３
２

　

子
ど
も
の
教
育
資
金
の
た
め

の
、
公
的
な
融
資
制
度
で
す
。

▼ 

対
象　

高
等
学
校
・
短
期
大

学
・
大
学
・
専
修
学
校
な
ど
に
入

学
・
在
学
す
る
子
ど
も
の
保
護

者
▼
融
資
額　

子
ど
も
１
人
に

つ
き
３
５
０
万
円
以
内
▼
返
済
期

間　

15
年
以
内
（
母
子
家
庭
の
方

な
ど
は
18
年
以
内
）
▼
利
率　

年

１
・
71
％
（
10
月
１
日
現
在
。

母
子
家
庭
の
方
な
ど
は
年
１
・

31
％
）
▼
問
合
先　

教
育
ロ
ー
ン

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（☎

０
５
７
０

（
０
０
８
）
６
５
６
）　

※
公
衆

電
話
・
Ｉ
Ｐ
電
話
な
ど
か
ら
は☎

０
３
（
５
３
２
１
）
８
６
５
６
へ

愛
知
県
最
低
賃
金
改
正

一
宮
労
働
基
準
監
督
署

☎

０
５
８
６(

45)

０
２
０
６

　

県
最
低
賃
金
は
、
10
月
１
日
か

ら
時
間
額
９
２
６
円
に
改
正
さ
れ

年
末
特
別
融
資
相
談
会

稲
沢
商
工
会
議
所

  ☎

０
５
８
７(

81)

５
０
０
０

　

年
末
資
金
や
設
備
投
資
を
考
え

て
い
る
事
業
者
向
け
の
相
談
会
で

す
。
創
業
に
関
す
る
相
談
も
受
け

付
け
ま
す
。

▼
と
き　

11
月
20
日
（水）
、
午
前
10

時
〜
午
後
４
時
▼
と
こ
ろ　

稲
沢

問合先　市役所商工観光課　

☎

0587(32)1332 1005677

　対象となる方には案内を送付して
います。まだ申請がお済みでない場
合は、期限までに申請してください。

申請期限　11月 29日 ( 金 )

プレミアム付商品券の申請はお済みですか？

商
工
会
議
所
会
館
研
修
室
▼
相
談

員　

日
本
政
策
金
融
公
庫
職
員
、

愛
知
県
信
用
保
証
協
会
職
員
▼
相

談
内
容　

事
業
資
金
、
創
業
資

金
、
日
本
政
策
金
融
公
庫
の
セ
ー

フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
貸
し
付
け
（
経
営

環
境
変
化
資
金
）
な
ど
▼
申
し
込

み　

11
月
15
日
（金）
ま
で
に
、
稲
沢

商
工
会
議
所
へ
（
電
話
可
）

合
セ
ン
タ
ー
（
名
古
屋
市
中
区
三

の
丸
二
丁
目
）
▼
申
し
込
み　

①

不
要
②
２
日
前
ま
で
に
電
話
（☎

０
５
２
（
９
６
２
）
０
９
９
９
）

で
県
消
費
生
活
総
合
セ
ン
タ
ー

へ　

※
電
話
で
の
相
談
も
受
け
付

け
ま
す

●
東
海
財
務
局
多
重
債
務
相
談
窓
口

▼
と
き　

月
〜
金
曜
日
（
祝
・
休

日
を
除
く
）、
午
前
９
時
〜
正
午
・

午
後
１
時
〜
５
時
▼
と
こ
ろ　

東

海
財
務
局
（
名
古
屋
市
中
区
三
の

丸
三
丁
目
）▼
そ
の
他　

電
話（☎

０
５
２(

９
５
１)

１
７
６
４
）
で

の
相
談
も
受
け
付
け
ま
す

社
会
保
険
労
務
士
会
尾
張
支
部　

川
上
貴
英
（☎

０
５
８
６(

78)

３
８
８
３
）

ま
し
た
。
県
内
の
事
業
場
で
働
く

常
用
、
臨
時
、
パ
ー
ト
な
ど
全
て

の
労
働
者
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

　11 月５日 ( 火 ) から、住民票の写しなどに旧氏が記載できるようになり
ます。希望する方は、旧氏が記載された戸籍の全部・個人事項証明書（戸籍謄・
抄本）などの他、印鑑と本人確認書類を持参の上、市役所市民課へ。

※ 旧氏とは、過去に称していた氏で、戸籍または除かれた戸籍（除籍）に記載されているものです

住民票の写しなどに旧氏が記載できるようになります

問合先　市役所市民課　

☎

0587(32)1302 1005907

路線名 利用人数
バス運行経費に
おける１人当た
りの市負担額

稲沢中央線　アピタ稲沢店系統 8,891 人 124 円
祖父江・稲沢線　ふれあいの郷
系統 1,605 人 655 円

祖父江・稲沢線　地泉院系統 1,655 人 647 円
下津・稲沢線 1,044 人 1,035 円
大里線 793 人 1,379 円
千代田・平和線 1,155 人 971 円

令和元年８月分

　コミュニティバスの運行を継続していくため、『「稲沢市
コミュニティバス運行事業計画」見直しに係る基準』を設定
し、運行経費における利用者１人当たりの市負担額（下表）
の基準値を 1,500 円としました。この基準値や利用状況を
参考とし、４月から運行路線、時刻表を改正しています。

コミュニティバスを利用してください

問合先　市役所地域協働課　

☎

0587(32)1146

男
女
共
同
参
画
審
議
会

市
役
所
地
域
協
働
課

☎
０
５
８
７(

32)

１
１
４
６

 

１
０
０
２
５
２
５

　

希
望
者
は
傍
聴
で
き
ま
す
。

▼
と
き　

11
月
14
日
(木)
、
午
後
１

時
30
分
▼
と
こ
ろ　

勤
労
福
祉
会

館
第
２
会
議
室
▼
定
員　

10
人

（
先
着
順
）
▼
内
容　

い
な
ざ
わ

男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ン
Ⅱ
の
平
成

30
年
度
実
施
状
況
報
告
書
に
つ
い

て
▼
申
し
込
み　

当
日
、
午
後
１

時
〜
１
時
20
分
に
、
会
場
へ

都
市
計
画
審
議
会

市
役
所
都
市
計
画
課  

☎

０
５
８
７(

32)

１
３
６
２  

 

１
０
０
２
６
１
１

　

希
望
者
は
傍
聴
で
き
ま
す
。

▼
と
き　

11
月
29
日
(金)
、
午
後
２

時
▼
と
こ
ろ　

市
役
所
議
員
総
会

室
▼
定
員　

10
人
（
先
着
順
）
▼

内
容　

尾
張
都
市
計
画
生
産
緑
地

地
区
の
変
更
、
都
市
計
画
マ
ス

タ
ー
プ
ラ
ン
、
緑
の
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン
に
つ
い
て
▼
申
し
込
み　

当

稲
沢
市
都
市
と
緑
の
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
策
定
委
員
会

市
役
所
都
市
計
画
課  

☎
０
５
８
７(

32)

１
３
６
２  

 

１
０
０
４
６
７
４

　

希
望
者
は
傍
聴
で
き
ま
す
。

▼
と
き　

11
月
11
日
(月)
、
午
前
10

時
〜
正
午
▼
と
こ
ろ　

市
役
所
政

策
審
議
室
▼
定
員　

10
人
（
先
着

順
）
▼
内
容　

令
和
２
年
度
か
ら

令
和
11
年
度
を
計
画
期
間
と
す
る

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
と
緑

の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
策
定
委
員

会
▼
申
し
込
み　

当
日
、
午
前
９

時
〜
９
時
30
分
に
、
市
役
所
都
市

計
画
課
へ

裁
判
員
制
度

市
役
所
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

☎

０
５
８
７(

32)

１
４
６
０

　

裁
判
員
制
度
は
、
皆
さ
ん
が
裁

判
員
と
し
て
刑
事
裁
判
に
参
加

し
、
被
告
人
が
有
罪
か
ど
う
か
、

有
罪
の
場
合
は
ど
の
よ
う
な
刑
に

す
る
か
を
裁
判
官
と
一
緒
に
決
め

る
制
度
で
す
。
裁
判
員
は
、
市
の

日
、
午
後
１
時
〜
１
時
30
分
に
、

市
役
所
都
市
計
画
課
へ

検
察
審
査
会

市
役
所
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

☎

０
５
８
７(

32)

１
４
６
０

　

検
察
審
査
会
で
は
、
市
の
選
挙

管
理
委
員
会
に
よ
っ
て
選
挙
人
名

簿
か
ら
無
作
為
に
く
じ
で
抽
出
し

た
名
簿
を
基
に
検
察
審
査
員
が
選

ば
れ
、
不
起
訴
処
分
（
検
察
官
が

事
件
を
裁
判
に
か
け
な
か
っ
た
こ

と
）の
善
し
あ
し
を
審
査
し
ま
す
。

　

犯
罪
の
被
害
に
遭
っ
た
が
加
害

者
を
起
訴
し
て
く
れ
な
い
な
ど
の

不
満
が
あ
る
方
は
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。
詳
し
く
は
、
裁
判
所
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
相
談
・
問
合
先　

一
宮
検
察
審

査
会
事
務
局
（☎

０
５
８
６(

73)

３
１
５
９
）

選
挙
管
理
委
員
会
が
選
挙
人
名
簿

か
ら
無
作
為
に
く
じ
で
抽
出
し
た

名
簿
を
基
に
地
方
裁
判
所
が
候
補

者
名
簿
を
作
成
し
、
そ
の
中
か
ら

選
ば
れ
ま
す
。

　

令
和
２
年
度
の
候
補
者
名
簿
に

登
録
さ
れ
た
方
へ
11
月
中
旬
に
裁

判
所
か
ら
通
知
が
送
付
さ
れ
ま

す
。
こ
れ
は
、
名
簿
登
録
期
間
中

（
令
和
２
年
２
月
頃
か
ら
の
１
年

間
）
に
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
可
能

性
が
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
伝

え
る
も
の
で
、
届
い
て
も
す
ぐ
に

裁
判
所
に
行
く
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
（
実
際
に
裁
判
所

へ
行
く
こ
と
に
な
っ

た
場
合
は
別
途
通

知
が
送
付
さ
れ
ま

す
）。
ま
た
、
通
知

に
は
調
査
票
が
同
封

さ
れ
、
回
答
に
よ
っ

て
は
辞
退
が
認
め
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
詳
し
く
は
、
裁

判
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。


